
議第９号議案 

 

   東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年６月４日 

 

                    提出者 

                     東大和市議会議員 尾 崎 利 一 

                        〃     上 林 真佐恵 



   東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 東大和市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６１万円」に改め、同条第４項ただし書

中「１７万円」を「１６万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の６．５７」を「１００分の６．２８」に改める。 

 第５条中「３１，７００円」を「２９，７００円」に改める。 

 第７条中「１００分の２．０５」を「１００分の１．９１」に改める。 

 第８条中「１０，１００円」を「９，２００円」に改める。 

 第１０条中「１１，０００円」を「１０，８００円」に改める。 

 第２３条中「６３万円」を「６１万円」に、「１７万円」を「１６万円」に改め、

同条第１号ア中「２２，１９０円」を「２０，７９０円」に改め、同号イ中「７，０

７０円」を「６，４４０円」に改め、同号ウ中「７，７００円」を「７，５６０円」

に改め、同条第２号ア中「１５，８５０円」を「１４，８５０円」に改め、同号イ中

「５，０５０円」を「４，６００円」に改め、同号ウ中「５，５００円」を「５，４

００円」に改め、同条第３号ア中「６，３４０円」を「５，９４０円」に改め、同号

イ中「２，０２０円」を「１，８４０円」に改め、同号ウ中「２，２００円」を「２，

１６０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ 改正後の東大和市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以降の年度分の国民 

健康保険税について適用し、平成３１年度分までの国民健康保険税については、な 

お従前の例による。 


